
（様式１）

所管課名 水大気環境課 整理番号 1-6

許認可等の種類

根拠法令条例等・
条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合は
その理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合は
その理由）

期間の制定根拠

ー

34日

期間制定年月日　平成６年10月１日

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

水道用水供給事業の変更の認可

水道法　第30条第１項

水道用水供給事業の変更の認可

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】水道法第28条　水道法施行規則第51条の２、第51条の３

水道法
第28条  水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認めら
   れるときでなければ、与えてはならない。
　 １  当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
   ２  水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
   ３  地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂
    行するに足りる経理的基礎があること。
   ４　その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。
２ 　前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で
   定める。

水道法施行規則
第51条の２、第51条の３　（略）


